
次の要件をすべて満たすプロジェクト

① 若者（15～29歳）と地域住民、
団体、企業等が協働するチーム

② 地域課題の解決に向けた取組

③ 門司区内で実施する取組

④ 新規プロジェクト、または
既存プロジェクトの発展型

≪例えばこんなプロジェクトを募集！≫

✔ 地元企業や商店と連携した特産品開発

✔ 地域交流型の観光体験アクティビティ開発

✔ 若者と地域住民の交流イベント

✔ 商店街のにぎわいづくりプロジェクト

✔ 空き店舗を活用した交流スペースづくり

✔ SNS・動画での地域PR

✔ 地域の魅力を発信するマップ・ガイド作成

上限30万円/件

（対象経費の100％）

令和8年5月29日(金)まで

年度末に、全プロジェクトによる報告会を実施します。
まちづくりに取り組む方々とのマッチングや、

各団体間のネットワークづくりを図ります。

門司区役所 総務企画課 戦略係（担当：髙屋）
TEL：093ｰ280-8902
Eメール：moji-soumu@city.kitakyushu.lg.jp

募集対象 補助金額

募集期間

※若者及び地域住民の個人・団体は問いません。

※6月末交付決定、プロジェクト実施期間は７月～翌年3月を予定

※5件程度を予定

申請・問合せ先

事業報告会

多世代の“つながり”で門司の未来を創る！

(北九州市ＨＰ)

mailto:moji-soumu@city.kitakyushu.lg.jp


① 補助金交付申請書等の作成・提出
補助金の申請団体は、募集期間内に補助金交付申請書（様式第１号）、事業計画書（様式第２号）、収支予算書

（様式第３号）及び団体の役員名簿（様式第４号）を作成し、門司区役所総務企画課に書面又はEメールにて提出
してください。様式は、北九州市（門司区）のホームページからダウンロードできます。

② 補助金交付団体の決定
門司区役所総務企画課において、外部の方々の意見を参考に、各団体から提出された申請書の内容を審査し、

予算の範囲内で補助金交付の可否等を決定します。決定内容については、各団体に文書でお知らせいたします。

③ その後の手続
補助金の交付決定を受けた団体に対して、補助金を受けるに当たっての留意事項等について説明をいたします。

事業を実施していく中で不明な点がありましたら、門司区役所総務企画課へお問い合わせください。

項目 内容
報償費 講師や通訳など外部の専門家に対する謝礼等

旅費・交通費 交通費や出張旅費等
委託費 ホームページ作成や会場テントの設営等、事業の一部を委託するための費用

消耗品・材料費 事務消耗品、材料、書籍等の購入費等
印刷製本費 ポスター、パンフレット等のコピー、印刷代等
使用料 会場借上料、車両・機器等の賃借料等
役務費 郵便代、宅配便代、保険料、クリーニング代、振込手数料等
その他 その他事業実施に必要な経費で市が特に認めるもの

団体

交付申請
（書面orEメール）

市

審査
交付決定

団体

事業実施

団体

事業完了
実績報告

事業
報告会

～5月29日 ～6月末 7月～事業完了（最長3月末まで） 事業終了後 年度末（予定）

補助金申請から事業実施までの流れ

年間スケジュールのイメージ

補助金の交付対象経費

補助金概算払 補助金 精算

その他留意事項

・団体の代表者は、18歳以上（高校卒業後）の方としてください。

・補助事業への着手は、採択（交付決定）後からとなります。採択（交付決定）前に着手した部分は、

補助対象となりません。

・特定の施設や店舗等への集客のみを目的とする事業は、補助対象となりません。必ず地域活性化

に資する事業であることが必要です。

・申込多数の場合は、予算の範囲内で補助金を交付するため、交付申請額の全額を交付できない

場合や、不採択となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・その他、団体の要件等の詳細については、ホームページ、補助金交付要綱をご確認ください。

※その他詳細は補助金交付要綱をご参照ください。


